
2013年６月１日（    ）15 広報うらそえ 2013年６月１日 （    ）14広報うらそえ

　
今
月
は
、税
務
証
明
書
の
交
付
請
求
の
際

に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

平
成
25
年
度
税
務
証
明

　
５
月
に
個
人
市
民
税
の
通
知
書
が
発
送
さ

れ
た
た
め
、６
月
１
日
よ
り
全
て
の
平
成
25

年
度
税
務
証
明
書
が
発
行
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
税
に
対
す
る
納
税
義
務
者
お

よ
び
賦
課
基
準
日
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

◆
税
務
証
明
書
の
交
付
請
求

　税
務
証
明
を
交
付
請
求
さ
れ
る
際
の
「
本

人
確
認
」に
つ
い
て

　
窓
口
に
お
い
て
税
務
証
明
書
を
交
付
請
求

さ
れ
る
際
は
、税
務
証
明
交
付
申
請
書
を
記

入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
本
市
で
は
平
成
21
年
４
月
か
ら
窓
口
に
来

ら
れ
た
方
の
「
本
人
確
認
」を
行
っ
て
い
ま

す
。「
本
人
な
り
す
ま
し
」に
よ
る
第
三
者
か

ら
の
虚
偽
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
る
交
付

請
求
を
防
止
し
、市
民（
納
税
義
務
者
）の
皆

さ
ま
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。

　
皆
さ
ま
に
は
ご
負
担
を
お
掛
け
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、税
務
証
明
書
の
交
付
請
求

が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
所
得
証
明
関
係（
市
民
税
課
）

　
Ⅰ 

証
明
の
種
類

　
　 

① 

所
得
証
明
書

　
　 

② 

課
税
証
明
書

　
　 

③ 

所
得
課
税
証
明
書

　
　 

④ 

扶
養
証
明
書

　
　 

⑤ 

市
県
民
税
申
告
書
等
の
写
し

　
Ⅱ 

必
要
書
類

　
　 

㋐ 

本
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
身
分
証
明
書（
免
許
証
な
ど
）

　 
　 
　※

写
真
付
き
が
好
ま
し
い

　
　  
・
認
め
印

　
　 

㋑ 
同
一
世
帯
の
親
族
が
窓
口
に
来
た

　
　
　  

場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　  

　
　（
免
許
証
な
ど
）

　 

　 

・
認
め
印

　 

　
㋒ 

相
続
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　  

　
　（
免
許
証
な
ど
）

　  

　
・
本
人（
被
相
続
人
）が
亡
く
な
ら
れ
た

こ
と
、お
よ
び
相
続
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
書
類（
戸
籍
謄
本
な
ど
）

　
　 

㋓ 

代
理
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　  

　
・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　  

　
　（
免
許
証
な
ど
）

　 

　 

・
委
任
者
本
人
の
署
名
捺
印
の
あ
る
委
任
状

◆
固
定
資
産
証
明
関
係（
市
民
税
課
）

　
Ⅰ 

証
明
の
種
類

　
　 

① 

固
定
資
産
証
明
書

　
　 

② 

固
定
資
産
評
価
証
明
書

　
　 

③ 

固
定
資
産
公
課
証
明
書
　

　
　 

④ 

無
資
産
証
明
書

　
　 

⑤ 

土
地
家
屋
名
寄
帳

　
　 

⑥ 

家
屋
滅
失
証
明
書

　
　 

⑦ 

償
却
資
産
証
明
書

　
　 

⑧ 

住
宅
用
家
屋
証
明
書

　
Ⅱ 

必
要
書
類

　
　 

㋐ 

本
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
身
分
証
明
書（
免
許
証
な
ど
）

　
　 ※

 

写
真
付
き
が
好
ま
し
い

　
　  

・
認
め
印

　
　 

㋑ 

同
一
世
帯
の
親
族
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　  

　（
免
許
証
な
ど
）

　
　  

・
委
任
者
本
人
の
署
名
捺
印
の
あ
る
委
任
状

　 

　
㋒ 

相
続
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　 

　 

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　  

　（
免
許
証
な
ど
）

　  

　
・
本
人（
被
相
続
人
）が
亡
く
な
ら
れ
た

こ
と
、お
よ
び
相
続
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
書
類（
戸
籍
謄
本
な
ど
）

　
　 

㋓ 

代
理
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　  

　（
免
許
証
な
ど
）

　  

　
・
委
任
者
本
人
の
署
名
捺
印
の
あ
る

　  

　
　
委
任
状

　

※

法
人
所
有
の
証
明

　
　 

㋔ 

法
人
代
表
者
が
窓
口
に
来
た
場
合

　  

　
・
法
人
の
実
印（
代
表
者
印
）

　
　  

・
身
分
証
明
書（
免
許
証
な
ど
）

　
　
㋕ 

代
理
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　  

　（
免
許
証
な
ど
）

　  

　
・
委
任
者
欄
に
法
人
の
名
称
、所
在
地

お
よ
び
法
人
の
実
印（
代
表
者
印
）

が
押
印
さ
れ
て
い
る
委
任
状

◆
納
税
証
明
関
係（
納
税
課
）

　
Ⅰ 

証
明
の
種
類

　 

　
① 

納
税
証
明
書

　
　 

② 

滞
納
の
な
い
証
明
書

　
Ⅱ 

必
要
書
類

　
　 

㋐ 

本
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
身
分
証
明
書（
免
許
証
な
ど
）

　 

　※
 

写
真
付
き
が
好
ま
し
い

　
　  

・
認
め
印

　 

　
㋑ 

同
一
世
帯
の
親
族
が
窓
口
に
来
た

　
　
　  

場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　 

　（
免
許
証
な
ど
）

　
　  

・
認
め
印

　
　
㋒ 

相
続
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　
　  

（
免
許
証
な
ど
）

　  

　
・
本
人（
被
相
続
人
）が
亡
く
な
ら
れ
た

こ
と
、お
よ
び
相
続
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
書
類（
戸
籍
謄
本
な
ど
）

　
　 

㋓ 

代
理
人
が
窓
口
に
来
た
場
合

　
　  

・
窓
口
に
来
た
方
の
身
分
証
明
書

　
　  

　（
免
許
証
な
ど
）

　  

　
・
委
任
者
本
人
の
署
名
捺
印
の
あ
る
委
任
状

◆
委
任
状
の
書
き
方

　
Ⅰ 

個
人
の
委
任
状

　
委
任
者
の
欄
は
、委
任
者
本
人
が
自

署
し
、押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

　
Ⅱ 

法
人
の
委
任
状

　
委
任
者
の
欄
は
、法
人
名
称
お
よ
び

所
在
地
を
記
載
し
、法
人
の
実
印（
代
表

者
印
）を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
証
明
書
の
郵
送
に
よ
る
請
求

　
上
記
証
明
書
を
郵
送
に
て
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
郵
送
請
求
の
際
、同
封
し
て
い
た
だ
く

も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
① 

税
務
証
明
交
付
申
請
書
ま
た
は
納
税

証
明
交
付
申
請
書

　
② 

申
請
者
確
認
の
た
め
の
書
類
の
写
し

　
　 

（
免
許
証
な
ど
）

　
③ 

手
数
料
分
の
郵
便
局
の
定
額
小
為
替

　
　 

・
証
明
書
１
枚
に
つ
き
３
０
０
円

　
④ 

申
請
者
の
住
所
を
記
入
し
た
返
信
用

封
筒（
切
手
の
貼
付
も
忘
れ
ず
に
お
願

い
し
ま
す
）

　
⑤ 

委
任
状（
代
理
人
が
請
求
し
た
場
合
）

◆
浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
申
請
書
」
や

「
委
任
状
」が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
画
面
中
段
　

「
暮
ら
し
の
情
報
」↓「
各
種
証
明
書
発
行
」　

↓「
税
関
係
証
明
」を
開
き
ま
す
。

　
・
税
務
証
明
書
に
つ
い
て

　
・
税
務
証
明
交
付
申
請
書

　
・
納
税
証
明
交
付
申
請
書

か
ら
必
要
な
書
類
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

　
ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
記
載
例
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

委　　任　　状

浦 添 市 長 　殿

私は、上記の者を代理人と定め、下記の証明書申請及び受領に関する権限を委任します。

<注意事項>

記 載 例

（代理人） 住　　所 浦添市△△△○丁目○番○号

浦添　花子

連絡先（携帯可）（○○○）○○○○－○○○○

生年月日　明 ･ 大・ 昭 ･ 平　　 　　年　　　　月　　　　日 

氏　　名

57 4 1

□所得証明書（収入及び所得額）

□課税証明書（市県民税額）

□所得課税証明書（全項目）

□資産証明書（評価額なし）

□評価証明書（評価額あり）

□公課証明書（評価及び税相当額あり）

□土地家屋名寄帳　

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記
<委任事項>

※該当する□に　　 をつけてください。

平成 　　　　　年度（平成　　　　　年中の所得）　　（　　　　　通） 

平成 　　　　　年度（平成　　　　　年中の所得）　　（　　　　　通） 

平成 　　　　　年度（平成　　　　　年中の所得）　　（　　　　　通） 

平成 　　　　　年度（　　　  通） 

□資産全部　□資産の一部指定(必要な土地・建物の登記簿上の地番を記入)

・土地の地番：浦添市 安波茶○丁目○○番地○

・家屋の地番：浦添市 安波茶○丁目○○番地○

25 1
25 24 2

（委任者） 住　　所　

氏　　名

生年月日

連絡先（携帯可）（○○○）○○○○－○○○○

　

平成　　　 年　　 月　　日25 6 3

浦添市△△△○丁目○番○号

浦添　太郎

明 ･ 大・ 昭 ･ 平　　 　　年　　　　月　　　　日 51 5 5

印印

１　委任者が個人の場合は、必ず委任者本人が自署し、押印してください。

２　法人の場合は、氏名及び住所を名称又は所在地とそれぞれ読み替え、法人の実印（代表者印）を

押印してください。

３　来所する際は、運転免許証など来所した人が代理人本人であることを確認できるものをご持参く

ださい。

４　委任事項には、必要な証明書の名称及び枚数を記載してください。

５　委任の内容に疑義がある場合には、委任者の方に電話で確認することがありますので、連絡先は

必ず記載してください。

休日納税相談窓口

　ご相談予定の方は、事前に納税課まで
お問い合わせください。

日　時：６月16日（日）
　　　　午前９時～午後５時
場　所：納税課窓口（市役所本庁舎２階）
　
※対象は、市県民税、固定資産税、軽自動車
税です。

７
月
１
日（
月
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

市
県
民
税
第
一
期
分
の
納
期
限
は

市
県
民
税
第
一
期
分
の
納
期
限
は

７
月
１
日（
月
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

個人市民税

固定資産税

軽自動車税

納税義務者 賦課基準日

市内に住所を有する個人

土地・家屋の所有者
　

原動機付自転車・軽自動車・
小型特殊自動車・二輪小型自
動車の所有者

平成25年
１月１日　
平成25年
１月１日
　

平成25年
４月１日

問い合わせ ☎８７６－１２３４

Ｎｏ.23

●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217）
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265）
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318）


